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1 .派遣について 
( 1 )採遺学生は 16 --.... 2 1才までとし、英検資捧 2級程度の英語力を有する者とする。� 
( 2 )派遣学生の推薦を依頼する教育機関の選定は、 YCE間際協調委員会〈以下略称Y

じE委員金と記載〉で決定する。� 
( 3 )探護学生は、@皇室鵠市に鹿住し、教育機鴎撞薦及び公募(良己推薦)によるもの 2名

以内と、母クラブ余員の子弟� 2名以内の計 4名以内とする oー

派遣生の人数に制限がある場合はYCE委員会で派遣学生の選定方法を決定する。� 
( 4 )推薦された派遣学生の認定は、 YCE委員会で審議の上、理事会に諮る o


認定を受けた掠遺学生をキャぜネットに申請する。 
  
( 5 )派遣学生北対する補助は、教育機関推欝のYCE生iこ対しては、涼遺生� 1名につき� 

1 5万円以内、クラブ会員子弟に対しては、派遣生� 1名につき� 5万円以内会助成金
として支給する。組し、助成金の額詰理事会で検討の上決主主する o 

( 6 )キャピネットでのオリヱンテーション及び帰国報告会等に参加する療の本人
及び保護者の参加霊録料と競議普及び諸費用は個人負担とする。� 

( 7 )やむを得ずキャンセノレの場合、 CDキャンセ/レ料・チケット代・諸費用等については

金額本人負担、母助成金は返還、とする。 
  

2.受入について� 
( 1 )ホスト家賠は、ライオンズ会員、地域内で家庭奉仕を希望する家障にYCE委員

で依頼する。子弟を派遣したメンバ…及びノンメンバーは、極力受入iこ協力するも
のとする o 

(2)ライオンズ会員は、ホスト家庭のみにまかせず、ホスト家庭の要請により訪問者を
接持したり、歴史的、文{七的えt擁設に案内したり、又地棋の青少年達にも紹介する
など進んで協力奉仕する。� 

( 3 )ホスト家庭への襟章ちは、学生 1人� 1自につき� 5，000円とする。� 
( 4 )歓送迎金など公式行事の場合は、その費F告をクラブが負担する 0 

3. YC E委員会の柾期について� 
( 1 )夏期YCE生の受入、及び探遺YCE生の婦霞(9月末〉まで前年度の委員長が

その任にあたるものとする。� 

4. その載の事項� 
( 1 )当クラブの Y 己� E事業 i士、本規約をま襲用運営するものとするが、本規約以外の

事例が生じる場合は、理事会に於いて審議・決定する。� 
( 2 )本規約の改療は， Y C E悶際協髄委員会が答申し理事会で審議決定の上、例会の承

認を簿て実擁する 0

.この規贈の適用は 2000年� 9月からとする
・2004年� 7月、� 1. (5)を一部改定� 
• 2006年� 7丹、� 1. (5)を改定、� (7)を承認・付記
・2009年� 6丹、� 1. fYEJ表記を� fyCEJ と改� 
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